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書
評
　
一呂
谷
至
編

『辺
境
出
土
木
簡
の
研
究
』

中
国
出
土
の
簡
贖
は
そ
の
数
量

。
内
容
と
も
に
増
加
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る

が
、
最
近
公
表
さ
れ
た
簡
贖
は
、
湖
南
長
沙
走
馬
楼
呉
簡

・
湖
南
龍
山
里
耶
秦

簡
な
ど
古
井
戸
か
ら
発
見
さ
れ
た
簡
積
や
、
湖
北
剤
州
関
温
秦
漢
墓
簡
順
や
湖

北
江
陵
張
家
山
漢
墓
竹
簡
な
ど
墓
葬
か
ら
出
土
し
た
簡
贖
が
大
半
で
あ
る
。
こ

う
し
た
状
況
を
反
映
し
て
か
、
近
年
の
日
本
に
お
け
る
中
国
簡
贖
研
究
で
は
、

敦
違
漢
簡

・
居
廷
漠
簡
な
ど
辺
境
出
土
簡
煩
を
用
い
た
研
究
は
相
対
的
に
減
少

し
て
お
り
、
や
や
停
滞
気
味
の
観
が
あ
っ
た
。

こ
こ
で
と
り
あ
げ
る

『辺
境
出
土
木
簡
の
研
究
』
は
、
そ
う
し
た
辺
境
出
土

簡
贖
の
研
究
状
況
を
大
き
く
進
展
さ
せ
る
、
大
部
の
研
究
論
文
集
で
あ
る
。
辺

境
出
土
簡
贖
に
関
心
を
持
つ
者
と
し
て
、
本
書
の
公
刊
は
大
変
に
喜
ば
し
い
こ

と
で
あ
る
。
編
者

・
冨
谷
至
氏
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
京
都
大
学
人
文
科

学
研
究
所
東
方
学
研
究
部
で

一
九
九
六
年
四
月
か
ら
二
〇
〇
〇
年
三
月
に
か
け
、

冨
谷
氏
を
班
長
と
し
て
行
わ
れ
た
共
同
研
究
の
成
果
報
告
書
で
あ
る
ゃ
こ
れ
ま

で
に
、
多
大
な
研
究
成
果
を
挙
げ
て
い
る
研
究
者
が
執
筆
し
た
十
四
編
の
論
文

を
、
内
容
か
ら
三
部
に
分
け
て
収
載
し
て
い
る
。
構
成
は
以
下
の
通
り
。

高

本す

武

幸

序第
二
部
　
視
点
と
方
法

（収
録
論
文
五
編
）

第
Ⅱ
部
　
制
度
と
社
会

（収
録
論
文
六
編
）

第
Ⅲ
部
　
事
物
と
認
識

（収
録
論
文
三
編
）

引
用
文
献
目
録

。
出
土
簡
憤
番
号
索
引

以
下
、
第
二
部
か
ら
順
番
に
各
論
文
の
内
容
を
概
観
し
て
い
こ
う
。

第
Ｉ
部

「視
点
と
方
法
」
…
井
波
陵

一
「
王
国
維
と
二
重
証
拠
法
」
は
、

『流
沙
墜
簡
』
著
者

。
王
国
維
が
、
既
存
の
学
問
体
系

へ
の
位
置
付
け
が
難
し

い
新
資
料

。
敦
違
簡
慣
を
分
析
し
た
ス
タ
イ
ル
に
注
目
し
、
彼
の
学
問
全
体
に

如
何
な
る
意
義
を
有
し
た
か
を
論
ず
る
。
『流
沙
墜
簡
』
で
は
正
史
や
漢
碑
と

簡
贖
を
同
等
に
扱
い
、
文
献
に
よ
る
補
強
を
受
け
つ
つ
簡
贖
の
性
格
や
具
体
的

事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の

「紙
上
の
材
料
」
と

「地
下
の
材
料
」
を
用
い

る
二
重
証
拠
法
は
、
冷
静

・
客
観
的
な
態
度
で
事
実
考
証
を
行
い
中
国
史
の
変

化
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
探
り
あ
て
る
当
時
最
新
の
方
法
論
で
、
さ
ら
に

「
二

重
」
と
は

「紙
上
」
と

「地
下
」
に
限
ら
ず
様
々
な
史
料
を
、　
一
定
の
解
釈
を

施
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
東
縛
か
ら
解
き
放
ち
、
思
い
が
け
な
い
視
点
か
ら
別
の



潜
在
的
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
王
国
維
は
こ
う
し
た
不
断
の
紡
ぎ

直
し
を
中
国
史
全
体
に
対
し
て
行
い
、
中
国
史
の
概
念
そ
の
も
の
の
転
換
を
促

し
た
と
す
る
。
藤
田
高
夫

「出
土
簡
情
よ
り
見
た
Ｄ
２‐
遺
址
の
性
格
」
は
、

王
門
関

・
玉
門
候

・
千
秋
魃
な
ど
、
従
来
か
ら
説
の
分
か
れ
る
教
違
馬
圏
湾
遺

址

答Ｄ
２．
遺
址
）
の
性
格
に
つ
い
て
、
出
土
簡
積
か
ら
設
置
官
署
の
比
定
を
試

み
た
も
の
。
遺
址
出
土
簡
贖
か
ら
そ
こ
に
設
置
さ
れ
た
官
署
を
特
定
す
る
方
法

論
を
確
認
し
て
検
討
を
進
め
、
「検
」
（宛
先
を
書
い
た
付
札
）
や
そ
の
他
の
付
札

類
か
ら
の
推
定
は
不
可
能
と
し
、
送
達
文
書

（文
書
送
付
に
関
し
発
信
者

・
受
信

者
の
記
さ
れ
た
文
圭
Ｃ

か
ら
は
時
期
に
よ
り
複
数
の
官
署
が
設
置
さ
れ
た
可
能
性

を
指
摘
し
た
上
で
、
千
秋
魃
が
こ
の
地
に
置
か
れ
て
お
り
、
先
に
玉
門
候
官
と
、

後
に
大
煎
都
候
官
と
併
置
さ
れ
た
の
で
は
、
と
推
定
す
る
。
角
谷
常
子

「簡
蹟

の
形
状
に
お
け
る
意
味
」
で
は
、
簡
贖
の
時
代
に
お
け
る
簡
贖
の
持
つ
意
味
や

原
則
を
お
さ
え
る
必
要
性
か
ら
、
形
と
内
容
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
①

正
本
は
両
行

（二
行
書
き
の
街
）、
控
え
は
札

（
一
行
書
き
の
簡
）
に
記
す
傾
向
が

あ
る
。
②

「記
」
は
幅
広
単
独
簡
に
記
さ
れ
、
私
的
性
格
の
あ
る
文
書
で
、
公

文
書
で
あ
っ
て
も
非
公
式
な
要
素
が
含
ま
れ
る
。
③
冊
書
は
公
式
性
の
高
い
文

書
に
用
い
ら
れ
る
形
式
で
あ
る

（そ
れ
に
用
い
ら
れ
る
両
行
も
格
２
局
さ
が
あ
る
）。

④
多
面
体
の
簡
は
檄
で
、
本
来
の
意
義
は
有
事
に
お
け
る
情
報
伝
達
で
あ
っ
た

が
、
別
の
用
途
の
例
も
あ
り
、
さ
ら
に
板
状
の
簡
を
削
り
多
面
体
に
似
せ
た
檄

も
あ
り
、
意
義
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
鷹
取
祐
司

「漢
簡
所
見
文
書
考
―

書

・
檄

・
記

・
符
―
」
は
、
「某
到
」
と
記
さ
れ
た
簡

（「某
到
」
の
某
は
＞」
の
語

が
記
さ
れ
た
文
書
自
体
を
指
す
）
を
集
成
し
て
書
式
を
考
察
し
、
当
時
の
文
書
の

種
類
と
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。
①

「書
」
「記
」
は
各
々

一
定
の
書
式
を
有

し
た
の
に
対
し
、
「檄
」
は

「書
」
「記
」
双
方
の
書
式
が
含
ま
れ
、
書
写
材
料

名
と
考
え
ら
れ
る
。
②

「書
」
は
訓
告
の
文
言

「如
律
令
」
で
結
ば
れ
る
こ
と

で
律
令

・
詔
書
と
同
等
化
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。
③

「記
」
は
記
し
た
も
の
全

て
を
指
し
、
特
定
の
文
書
を
指
す
語
で
は
な
い
。
「記
」
の
う
ち
末
尾
に

「有

荻
」
と
あ
る
下
達
文
書
は
発
信
官
署
長
官
の
指
示
で
長
官
以
外
の
克
が
発
信
し

た
。
ま
た
下
達
文
書
の

「記
」
と

「書
」
は
権
威
に
差
が
あ
る
程
度
で
明
確
な

使
い
分
け
は
な
い
。
④

「符
」
は
外
出

・
移
動
許
可
証
で
、
割
符
で
は
な
く
封

泥
匝
を
持
つ
符
も
あ
る
。
柴
生
芳

（藤
井
律
之
訳
）
「敦
慢
漢
晋
懸
泉
遺
址
」
は
、

一
九
入
七
年
発
見
の
懸
泉
遺
址
の
概
要
を
述
べ
た
も
の
。
甘
粛
省
文
物
研
究
所

に
よ
り

一
九
九
〇
年

一
〇
月
か
ら

一
九
九
二
年

一
二
月
に
か
け
、
前
後
五
段
階

の
発
掘
調
査
の
結
果
、
六
〇
七
五
ポ
の
漢
晋
の
駅
伝
施
設
遺
跡
の
構
造
が
明
ら

か
に
な
り
、
約
二
三
〇
〇
〇
点
の
簡
贖
と
三
〇
〇
〇
点
余
の
遺
物
が
発
見
さ
れ

た
。
遺
址
は
、
廃
棄
物
堆
積
区

（ト
レ
ン
チ
二
六
個
、
五
層
、
武
帝
晩
期
―
後
漢

初
）

・
厩
跡

（ト
レ
ン
ニ
≡
一個
、
六
層
、
元
帝
―
魏
並２

・
建
築
跡

（ト
レ
ン
チ

九
個
、
五
層
、
宣
帝
―
魏
晋
）

。
建
築
跡

答ト
レ
ン
チ
四
五
個
、
六
層
、
武
帝
―
魏

並ｅ

・
倉
庫

・
厩
跡
／
廃
棄
物
堆
積

（ト
レ
ン
チ
≡

二
個
、
五
層
、
昭
帝
―
成

帝
）

・
廃
棄
物
堆
積

（ト
レ
ン
と

一個
、
六
層
）
の
六
区
画
に
分
け
ら
れ
る
と
い

う
。
そ
の
他
、
時
期
区
分
や
編
年
、
遺
跡
写
真
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

第
Ⅱ
部

「制
度
と
社
会
」
…
富
宅
潔

「漢
代
の
敦
燈
戦
線
と
食
糧
管
理
」
で
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は
、
教
違
地
域
の
穀
物
管
理
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
現
地
で
の
生
産
物

か
ら
の
租
税

・
買
い
上
げ
、
内
地
か
ら
の
輸
送
な
ど
に
よ
り
調
達
さ
れ
た
穀
物

は
、
大
方
盤
城

（氏
に
よ
れ
ば

習
口安
倉
」
に
比
定
）
な
ど
の
穀
倉
に
搬
入
さ
れ
、

各
施
設
付
置
の
小
倉
庫

「内
」
に
分
配
さ
れ
、
個
人
に
配
給
さ
れ
た
。
経
常
穀

物
支
給
は
、
「庫
名
籍
」
（部
単
位
の
見
積
）
作
成
↓
候
官
で
検
査
後
支
給
台
帳

作
成
↓
候
官
で
部
単
位
に
穀
物
受
給

（受
領
記
録
作
成
）
の
手
順
で
行
わ
れ
、

旅
行
者
等
に
対
す
る
非
経
常
支
給
は
通
行
証
等
受
給
資
格
証
書
が
あ
れ
ば
支
給

し
た

（不
正
防
止
の
た
め
割
符
作
成
）。
こ
れ
ら
穀
物
の
出
納
は

「穀
出
入
簿
」

に
よ
り
記
録
さ
れ
た
。
佐
藤
連
郎

「馬
圏
湾
出
上
の
食
糧
支
給
関
係
簡
」
は
、

馬
圏
湾
遺
辻
出
土
簡
で
も
っ
と
も
ま
と
ま
つ
た
数
量
の
あ
る
食
糧
支
給
関
係
の

簡
煩
を
集
成

。
分
類
す
る
手
法
に
よ
り
、
同
地
設
置
官
署
の
性
格
を
見
よ
う
と

す
る
も
の
。
そ
の
結
果
、
食
糧
支
給
紺
象
者
に
偏
り
が
み
ら
れ
る

（吏
の
妻
子

従
者
へ
の
支
給
が
多
い
）
一
方
、
部
魃
単
位
で
の
支
給
例
が
少
な
い
と
い
う
特
徴

が
判
明
し
た
。
ま
た
、
候
官
や
都
尉
府
で
あ
れ
ば
出
土
し
そ
う
な
司
法

。
人
事

な
ど
の
文
書
が
な
く
、
遺
址
の
立
地
条
件
も
候
官
に
し
て
は
お
か
し
い
と
い
う

点
を
付
け
加
え
、
こ
の
結
果
、
馬
圏
湾
設
置
の
官
署
は
千
秋
亭

（魃
）
で
は
な

い
か
と
す
る
。
藤
田
論
文
と
は
別
個
の
手
法
で
馬
圏
湾
遺
址
の
性
格
に
つ
い
て

論
じ
て
お
り
、
千
秋
亭
と
い
う
点
で
は

一
致
す
る
が
、
候
官
の
存
在
に
つ
い
て

は
論
が
分
か
れ
た
。
鵜
飼
昌
男

「漢
代
郡
太
守
の
持
つ
人
事
権
に
つ
い
て
―
地

方
長
吏
の
欠
員
を
視
点
に
―
」
で
は
、
簡
贖
中
に
み
え
る
地
方
長
克
の
欠
員
の

検
討
か
ら
郡
太
守
の
人
事
権
を
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
居
廷
漢
簡
を
用
い
、
異
動

対
象
者
は

「遣
」
（現
任
署
を
公
に
離
れ
る
際
に
必
要
な
文
圭
Ｃ

を
受
け
候
官
に
出

頭
、
辞
令
を
受
け
て
新
任
署
に
異
動
す
る
と
い
う
叙
任

・
異
動
発
令
手
続
を
考

察
し
、
テ
湾
漠
墓
五
号
木
贖
に
見
え
る

「未
到
官
」
は
辞
令
も

「遣
」
も
受
け

な
が
ら
着
任
し
て
こ
な
い
こ
と
を
示
し
、
死
亡

・
免
官
も
含
め
東
海
郡
に
は

一

割
強
の
長
克
欠
員
が
生
じ
て
い
た
と
す
る
。
こ
の
長
吏
欠
員
は
文
献
に
も
見
え
、

郡
は
対
策
と
し
て
通
常
、
現
地

。
他
県
の
長
克
に
業
務
代
行
さ
せ
た
が
、
「守

令

。
守
長
」
＝
郡
克
派
遣
に
よ
る
代
行
の
例
も
あ
る
。
こ
の
郡
吏
派
遣
に
よ
る

代
行
は
単
な
る
欠
員
補
充
に
と
ど
ま
ら
ず
、
郡
の
属
県
支
配
の
一
手
段
と
し
て

の
側
面
が
あ
り
、
郡
太
守
は
守
官
以
外
の
属
県
長
吏
に
対
す
る

一
定
の
人
事
権

を
有
し
た
と
結
論
す
る
。
米
田
健
志

「漠
代
印
章
考
」
は
、
従
来
の
中
国
印
章

研
究
と
は
異
な
り
官
僚
機
構
で
の
印
章
使
用
の
観
点
か
ら
印
章
を
考
察
す
る
。

ま
ず
、
官
職
任
命
時
、
三
公

・
郡
太
守

・
列
侯
は
皇
帝
の
面
前
、
千
石
以
下
の

官
は
公
車
司
馬
で
官
印
を
授
け
ら
れ
、
宮
閉
で
謝
表
を
奉
り
赴
任
し
た
。
官
僚

は
常
に
官
印
を
身
に
つ
け
、
辞
職
の
際
は
印
綬
返
還
を
上
奏
、
受
理
さ
れ
る
と

皇
帝

へ
返
還
さ
れ
、
免
官

・
転
任
の
際
は
自
ら
宮
閉
へ
返
還
に
来
た

（三
公
以

外
）。
ま
た
前
任
者
の
印
綬
は
後
任
者
に
引
き
継
が
れ
た
。
文
書
行
政
の
現
場

で
は
、
書
記
官
作
成
の
発
信
文
書
を
長
官
に
見
せ
て
長
官
の
官
印

盆
【官
印
身

分
の
長
官
や
代
行
者
は
私
印
）
で
封
印
し
た
。
そ
の
た
め
長
官
無
署
名
で
も
有
効

で
あ
っ
た
。
開
封
は
書
記
官
が
行
な
っ
た
が
、
必
要
な
い
限
り
長
官
ら
は
関
わ

ら
な
か
っ
た
と
す
る
。
竺
沙
雅
章

「居
延
漢
簡
中
の
社
文
書
」
で
は
居
延
漢
街

の
社
文
書
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
る
Ｅ
Ｐ
Ｆ
三
二

。
一
五
三
―

一
六

一
（建
武
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五
年
八
月
）
と
Ｅ
Ｐ
Ｔ
二
〇

・
四

（建
武
八
年
三
月
）
に
加
え
、
他
の
関
係
簡
憤

か
ら
、
社
の
祭
祀
の
実
態
に
つ
い
て
、
①
居
延
の
社
は
、
運
営

（特
に
会
計

面
）
で
官
に
依
存
し
、
構
成
員
も
吏
卒
ら
に
よ
る
官
社
に
近
い
も
の
。
②
建
武

五
年
の
社
の
祭
祀
は
、
同
年
夏
に
河
西
の
賓
融
が
光
武
帝
に
服
属
し
た
直
後
で
、

重
要
な
政
治
的
意
味
を
持
つ
。
③
勧
農
嫁
史
の
参
与
か
ら
、
社
と
勧
農
に
は
深

い
関
わ
り
が
あ
り
、
唐
代
ま
で
そ
の
伝
統
が
踏
ま
え
ら
れ
た
。
と
す
る
ほ
か
、

祭
祀
に
先
立
つ
斎
戒
等
に
つ
い
て

『続
漢
書
』
礼
儀
志
と
の
符
号
を
指
摘
し
、

ま
た
簡
積
下
行
文
書
の
文
言

「告
甲
謂
乙
」
に
も
新
解
釈
を
示
す
。
亭
に
つ
い

て
新
史
料
を
活
用
し
つ
つ
論
じ
た
の
が
冨
谷
至

「亭
制
に
関
す
る

一
考
察
―
漢

簡
に
見
え
る
亭
の
分
析
―
」
で
あ
る
。
ま
ず
、
居
延
漠
簡
Ｅ
Ｐ
Ｔ
五
〇

。
三
簡

か
ら
居
延
県
に
は
二
四
の
亭
が
存
在
し
、
他
の
機
関

・
官
暑
と
併
置

（郷
亭

・

郵
亭
な
ど
）
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
す
る
。
次
に
従
来
不
明
で
あ
っ
た

「郵
」

「亭
」
の
関
係
に
つ
い
て
文
書
逓
伝
方
法

「以
郵
行
」
「以
亭
行
」
の
観
点
か

ら
考
察
し
、
「以
亭
行
」
は
亭

（郵
亭
以
外
２
百年
も
含
む
）
を

「以
郵
行
」
は
郵

を
伝
送
さ
れ
、
両
者
を
区
別
す
る
の
は
郵
書
の
分
配
処
理
機
関
と
そ
の
内
容
が

異
な
る
た
め
と
結
論
。
さ
ら
に
議
論
百
出
の

「十
里

一
亭
、
十
里

一
郷
、
十
亭

一
郷
」
に
つ
い
て
、
張
家
山
漢
簡

『二
年
律
令
』
か
ら
、
『漢
書
』
の

「十
里

一
亭
」
の
十
里
は
郵
亭
間
の
距
離
を
、
「十
亭

一
郷
」
は

一
郷
内
の
亭
数
を
示

す
と
す
る
。
最
後
に
亭
の
職
責
と
し
て
治
安
警
察
業
務
を
挙
げ
る
。

第
Ⅲ
部

「事
物
と
認
識
」
…
大
川
俊
隆

「
『狙
快
』
考
」
は
、
敦
追
馬
圏
湾

漢
街
中
の
上
奏
文
に
み
え
る

「狙
快
」
（馴
れ
き
つ
て
論
る
）
と
い
う
語
を
構
成

す
る
文
字
の
成
立
過
程
を
文
献
資
料

・
金
文

。
他
の
出
土
資
料
か
ら
綿
密
に
考

証
し
て
い
る
。
「曳
」
に

「引
き
寄
せ
て
習
熟
す
る
」
字
義
が
生
じ
た
際
に

「快
」
の
字
が
生
じ
、
簡
略
化
さ
れ

「快
」
と
な
っ
た
。　
一
方

「狙
」
は

「擾
」
の
多
く
の
字
義
中
、
「馴
押
」
か
ら

「復
」
に
引
伸
、
「狙
」
と
な
り

「習
熟
」
の
義
に
な
っ
た
。
両
者
は
別
個
の
過
程
を
辿
っ
て
前
漠
後
期
―
王
奔

期
に
近
義
の
字
と
な
り
、
「習
熟
し
て
な
れ
る
」
連
文
と
な
っ
た
。
そ
こ
に

「馴
れ
き
つ
て
綸
る
」
と
い
う
貶
義
が
出
て
き
た
の
は
、
犬
秀
が
前
漢
後
期
ご

ろ
悪
い
意
味
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
関
わ
る
、
と
す
る
。
吉
村

昌
之

「出
土
簡
憤
資
料
に
み
ら
れ
る
暦
譜
の
集
成
」
で
は
、
従
来
の
暦
譜
に
関

す
る
学
説
を
整
理
し
、
年
代
の
わ
か
る
暦
譜
が
全
て
集
成

・
分
類
さ
れ
た
。
ま

ず
、
Ａ

中
年
暦
譜

（
一
年
単
位
で
使
用
す
る
た
め
の
暦
）
と
Ｂ

一
月
暦
譜

（
一
月
毎

の
暦
）
に
大
別
し
、
Ａ
を
区
分
し
て
、
ア

・
単
板
式
年
暦
譜

（
一
年
分
の
情
報
が

一
枚
の
板
に
記
さ
れ
る
）
と
イ

・
編
冊
式
年
暦
譜

（
一
本
の
簡
に
日
付
と
一
―
〓
一

月
の
当
該
日
干
支
が
記
さ
れ
三
〇
十
三
一
本
の
簡
か
ら
な
る
冊
書
を
形
成
）
と
に
分
類
。

Ｂ
は
多
様
な
種
類
が
あ
り
、
維
読
式

・
横
読
式

・
複
段
式
な
ど
に
分
類
。
そ
の

上
で
、
漢
代
の
暦
の
頒
布
に
つ
い
て
、
最
も
詳
細
な
編
冊
式
年
暦
譜
で
は
な
く
、

一
年
分
の
暦
を
作
る
に
足
る
情
報
を
記
し
た
単
板
式
年
暦
譜
の
形
式
で
行
わ
れ

た
可
能
性
や
、
二
十
四
節
季
は
後
漢
の
四
分
暦
の
時
期
か
ら
考
慮
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
に
言
及
す
る
。
杉
本
憲
司

「漠
代
の
武
庫
―
プ
湾
簡
情
を
例
に
、

内
郡
と
辺
郡
の
武
器
―
」
で
は
、
ま
ず
、
東
海
郡
の
武
庫
の
帳
簿

・
テ
湾
漢
簡

「武
庫
永
始
四
年
兵
車
器
集
簿
」
に
、
皇
帝
用
と
み
ら
れ
る

「乗
輿
」
と
頭
書



さ
れ
る
武
器
が
記
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
検
討
し
、
①
皇
帝
の
巡
遊
に
備
え

て
の
こ
と
、
②
諸
侯
の
車
も

「乗
興
」
と
い
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
東
海
郡
内

に

一
人
存
在
す
る
侯
国
と
関
連
、
な
ど
の
点
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
皇
帝
用
品
と

そ
れ
以
外
の
用
品
を
分
け
る
の
は
、
そ
の
経
費
が
少
府
と
大
司
農
と
に
分
か
れ

て
い
る
た
め
と
し
た
。
ま
た
辺
郡
の
兵
器
と
比
較
し
、
内
郡
に
は
様
々
な
戦
車

類
が
多
い
一
方
、
守
城
用
兵
器
が
少
な
い
と
す
る
。
兵
器
の
製
造

・
管
理
に
つ

い
て
は
、　
一
般
的
な
兵
器
は
大
司
農
の
経
費
で
製
造
さ
れ
、
工
官
か
ら
都
の
武

庫
を
経
て
各
辺
郡
武
庫
に
配
備
さ
れ
た
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
燕
雑
な
ま
と
め
で
、
正
確
な
要
約
に
な
り
え
た
か
心
許
な
い

が
、
こ
れ
で
概
観
を
終
え
た
い
。
次
に
、
個
々
の
論
考
に
対
し
て
感
じ
た
こ
と

を
述
べ
る
。
本
来
、
全
収
載
論
考
に
対
し
コ
メ
ン
ト
す
べ
き
で
あ
る
が
、
紙
幅

の
都
合
も
あ
り
、
評
者
の
関
心
に
よ
り
四
編
を
選
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
。

藤
田
高
夫
氏
の
論
考
で
は
、
従
来
か
ら
諸
説
あ
る
教
埋
馬
圏
湾
漠
簡
出
土
遺

址
Ｄ
２‐
設
置
官
署
推
定
の
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
出
土
簡
蹟
の
矛
盾
を
丹
念

に
検
証
し
て
い
く
手
堅
い
手
法
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
は
、

千
秋
魃
を
想
定
し
、
そ
こ
に
時
期
に
よ
り
玉
門
候
官
や
大
煎
都
候
官
が
併
置
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
簿
籍
の
集
成
か
ら
同
遺
址
の
性
格
に
追

っ
た
佐

藤
達
郎
氏
の
論
考
で
も
千
秋
途
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
候
官
併
置
の

問
題
は
措
く
と
し
て
、
「
Ｄ
２．
Ｈ
千
秋
魃
」
を
も
う
少
し
強
く
打
ち
出
し
て
も

良
い
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
、
な
お
残
る
疑
問
点
に
配
慮
さ
れ
て
か
、
可
能
性

の
指
摘
に
止
め
た
点
、
非
常
に
慎
重
と
い
う
感
を
受
け
る
が
、
現
状
で
は
佐
藤

氏
の
論
考
と
あ
わ
せ
て
望
み
得
る
最
高
水
準
の
考
察
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

一
方
で
は
、
今
後
、
こ
れ
だ
け
の
考
察
を
経
て
も
性
格
が
と
ら
え
き
れ
な
い
馬

圏
湾
遺
址
出
土
簡
贖
を
用
い
る
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
の
慎
重
さ
が
求

め
ら
れ
る
よ
う
に
感
じ
た
。
ま
た
、
玉
門
関
都
尉
と
玉
門
都
尉

・
玉
門
関
候
官

と
玉
門
候
官
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同

一
の
官
の
別
称
と
す
る
見
解

は
重
要
で
あ
る
。

冨
谷
至
氏
の
論
考
で
は
、
個
別
の
文
書
の
検

（内
検
）
と
複
数
の
文
書
を
ま

と
め
て
収
納
し
た
嚢
に
つ
け
た
検

（外
検
）
の
二
種
の
検
か
ら
考
察
を
進
め
、

外
検
は
そ
の
嚢
の
最
終
目
的
地
を
示
し
、
嚢
中
に
は
途
中
の
郵
や
亭
宛
の
文
書

も
入
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
素
朴
な
疑
間
と
し
て
、
甲
渠
候
官
宛
の
外
検
の
存

在
は
確
か
だ
が
、
例
え
ば
南
か
ら
北
行
す
る
便

「北
書
」
な
ら
、
通
伝
路
途
中

の
甲
渠
候
官
よ
り
、
さ
ら
に
北
の
居
廷
都
尉
府
や
居
延
県
を
最
終
目
的
地
と
し
、

途
中
で
甲
渠
候
官
宛
郵
書
を
抜
き
取
っ
た
方
が
、
甲
渠
以
北
居
延
ま
で
の
郵

・

亭
宛
郭
書
も
入
れ
ら
れ
る
の
で
は
、
と
感
じ
た

（居
延
発
南
行
便
も
同
様
）。
郵

亭
宛
郵
書
も
入
っ
て
い
る
が
甲
渠
候
官
ま
で
行
け
ば
充
分
な
、
甲
渠
宛
外
検
を

付
し
た
嚢
と
、
甲
渠
以
北

（以
南
）
へ
行
く
べ
き
郵
書
が
入
っ
て
い
る
裏
と
が

あ
っ
た
、
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
偶
然
か
も
知
れ
な
い
が
、
居
廷
漢
簡

の
郵
書
課

。
刺
類
の
記
載
に
よ
る
と
、
管
見
の
限
り
で
は
郵

・
亭
宛
や
部
隧
発

信
文
書
の
例
が
み
ら
れ
な
い
よ
う
で
、　
一
候
官
も
し
く
は

一
都
尉
府
の
管
轄
内

部
で
完
結
し
た
で
あ
ろ
う
文
書
と
、
他
の
候
官

・
都
尉
府
等
が
関
わ
る
文
書
と

は
別
扱
い
で
あ
っ
た
可
能
性
は
な
い
か
。
現
状
で
は
、
郵
駅
施
設
で
は
な
い
甲
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渠
候
官
中
心
に
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
い
た
め
、
望
蜀
の
言
で
は
あ
る
が
、
随
所

で
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
た
論
考
だ
け
に
、
こ
う
し
た
点
も
含
め
も
う
少
し
詳

説
が
欲
し
い
と
感
じ
た
。
「十
里

一
亭
」
の
十
里
を
里
程
と
断
じ
た
点
は
、
新

出
の
張
家
山
漠
簡
の
内
容
を
取
り
入
れ
て
検
討
さ
れ
た
、
説
得
力
あ
る
主
張
で

あ
る
。
従
来
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
り
、
懸
泉
置
漢
簡
公
表
後
に
お

け
る
亭
制
研
究
に
お
い
て
、
本
論
考
は
必
読
の
考
察
と
な
ろ
う
。
な
お
論
考
の

骨
子
と
は
無
関
係
だ
が
、
張
家
山
漢
簡

『二
年
律
令
』
「行
書
律
」
二
六
五
簡

の

一
節

「…
有
物
故
、
去
、
朝
代
者
有
其
田
宅
、
有
息
戸
勿
減
、
・と

を

ズ
郵
の
施
設
が
）
古
く
な
り
使
用
で
き
な
く
な
れ
ば
、
撤
去
す
る
。
代
替
地
に

田
宅
が
あ
り
、
子
供
が
い
る
戸
口
が
含
ま
れ
て
お
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
減
少
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
」
と
解
さ
れ
る
が
、
ズ
郵
業
務
の
従
事
者
が
）
死
去

・
転
居
し
た

ら
、
代
わ
り
の
者
が
そ
の
田
宅
を
所
有
す
る
、
…
」
と
解
せ
な
い
か
。

竺
沙
雅
章
氏
の
論
考
に
つ
い
て
。
居
延
の
社
が
運
営
面
で
官
に
依
存
し
、
構

成
員
も
吏
卒
を
中
心
と
し
官
社
に
近
い
と
の
指
摘
は
、
居
延
漢
簡
が
官
署
遺
跡

出
土
で
あ
る
点
を
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
辺
境
の
居
廷
に
形
成

さ
れ
た
社
会
を
考
え
る
に
あ
た
つ
て
示
唆
に
富
む
。
内
地
か
ら
の
移
民
に
よ
り

形
成
さ
れ
た
河
西
四
郡
の
社
会
は
、
設
置
の
経
緯
や
、
官
で
あ
る
辺
境
防
衛
組

織
と
日
常
的
に
深
く
関
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
た
め
、
官

（国
家
）
の
関
与

が
強
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
点
を
解
明
す
る
上
で
、
社
の
性
格

は
重
要
な
手
が
か
り
と
な
り
得
る
。
ま
た
、
下
達
文
書
の
文
言

「告
甲
謂
乙
」

に
つ
い
て
、
「甲
と
乙
双
方
に
伝
達
す
る
こ
と
」
と
す
る
通
説
に
対
し
、
竺
沙

氏
は
後
世
の
文
書
の
用
例
な
ど
か
ら
、
「甲
を
通
じ
て
乙
に
伝
達
す
る
」
意
と

解
し
た
０
こ
れ
に
関
連
し
て
、
最
近

一
部
の
写
真

。
釈
文
が
公
表
さ
れ
た
里
耶

秦
簡
の
下
達
文
書
中
、
竺
沙
氏
の
解
釈
の
如
く

「甲
を
通
じ
、
乙
と
丙
に
伝

達
」
と
考
え
ら
れ
る
事
例
が
あ
っ
た
。
ま
た

「告
甲
謂
乙
」
の
甲
に
あ
た
る
官

に
尉
が
多
い
と
も
指
摘
さ
れ
た
が
、
と
す
る
と
文
書
逓
伝
の
面
か
ら
尉
の
役
割

を
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
新
出
簡
積
の
内
容
を
踏
ま
え
、
評

者
も
積
極
的
に
再
検
討
し
た
い
問
題
で
あ
る
。

吉
村
昌
之
氏
の
論
考
で
、
暦
の
頒
布
が
詳
細
な
冊
書
形
式
の
暦
で
は
な
く
、

作
暦
用
基
礎
情
報
を
記
し
た
木
贖

一
枚
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
た
こ
と

は
大
変
興
味
深
い
。
ま
た
膨
大
な
暦
譜
類
の
集
成

・
分
類
が
、
今
後
有
用
な
基

礎
研
究
と
な
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
銀
雀
山
漠
簡

「元
光
元
年
暦

譜
」
は
六
九

ｃｍ
の
長
さ
が
あ
り
、
テ
湾
漢
簡

「元
延
二
年
日
記
」
の
約
三
倍
で

あ
る
な
ど
、
暦
譜

傘
口村
氏
の
分
類
で
は
編
冊
式
年
暦
鋭じ

に
は
同

一
書
式
で
も

簡
長
が
大
き
く
異
な
る
例
が
あ
る
。
こ
の
違
い
が
意
図
し
て
の
こ
と
か
ど
う
か

は
、
簡
贖
の
長
さ
を
内
容
に
よ
り
変
え
た

（経
書
や
詔
書
な
ど
）
と
さ
れ
る
こ
と

と
関
連
し
、
無
視
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
胡
平
生
氏
は
、
「元
光
元
年
暦

譜
」
は
漢
の
三
尺
―
律
令
を
記
す
簡
長
と
い
わ
れ
る
―
に
合
致
す
る
と
し
、
暦

譜
に
は
中
央
政
府
頒
布
の
も
の

（法
律
的
効
力
が
あ
る
）
と
、
そ
れ
を
も
と
に
郡

国
官
府
や
個
人
が
作
成
し
た
も
の

（
一
般
的
文
書
で
、
簡
長
も
ま
ち
ま
ち
）
と
が

あ
り
、
「元
光
元
年
暦
譜
」
が
三
尺
な
の
は
ま
さ
し
く
法
律
の
書
と
し
て
み
て

い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
、
暦
譜
簡
の
長
さ
か
ら
検
討
し
た
結
果
、
暦
の
頒
布
に
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つ
い
て
は
吉
村
氏
と
異
な
る
見
解
に
な
っ
て
い
る
。
評
者
は
吉
村
説
に
説
得
力

を
感
ず
る
が
、
頒
布
用
の
暦
に
三
尺
の
簡
を
用
い
権
威
付
け
た
可
能
性
も
否
定

出
来
ず
、
こ
の
点
、
暦
譜
構
成
簡
贖
の
長
さ
に
対
す
る
氏
の
見
解
が
簡
単
に
で

も
示
さ
れ
て
い
れ
ば
と
感
じ
た
。

以
上
、
非
才
を
省
み
ず
に
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
執
筆
者
の
本

意
を
誤
解
し
た
箇
所
も
多
い
の
で
は
、
と
恐
れ
る
。
執
筆
者
各
位
の
ご
海
容
と
、

大
方
の
ご
指
正
を
切
に
お
願
い
い
た
し
た
い
。

本
書
収
載
の
各
論
考
を
読
み
進
め
る
と
、
各
執
筆
者
が
簡
慣
資
料
、
特
に
辺

境
出
土
簡
憤
に
対
し
て
慎
重
に
史
料
批
判
を
行
な
い
つ
つ
、
最
大
限
の
情
報
を

引
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
辺
境
出
土
簡
贖
の
利
用
に

は
、
本
書
の
冨
谷
氏
の
序
文
に
あ
る
如
く
、
煩
瑣
な
操
作
が
必
要
で
あ
る
。
そ

の
手
間
を
厭
わ
な
く
と
も
、
辺
境
出
土
の
故
に
、
得
ら
れ
た
情
報
も

「辺
境
特

殊
事
情
」
と
し
て
、
例
え
ば
墓
葬
出
土
の
律
令
類
に
比
べ
低
い
評
価
し
か
与
え

ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
辺
境
の
特
殊
性
は
無
視
で
き
な
い
が
、
内

地
と
の
極
端
な
差
異
を
想
定
す
る
の
も
非
現
実
的
で
、
ま
た
如
何
な
る
資
料
も

普
遍
性
と
特
殊
性
が
混
在
し
て
お
り
、
辺
境
出
土
簡
贖
の
み
の
問
題
で
も
な
か

ろ
う
。
慎
重
な
検
討
を
行
な
え
ば
、
辺
境
出
土
簡
贖
が
語
る
情
報
を
内
地
に
も

適
用
可
能
で
あ
り
、
特
殊
性
を
過
剰
に
意
識
す
る
こ
と
で
見
え
な
く
な
る
も
の

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
本
書
収
載
の
各
論
考
を
読
み
、
改
め
て
そ
の
よ
う
に

感
じ
た
。
そ
の
辺
境
出
土
簡
贖
を
用
い
る
方
法
は
研
究
者
ご
と
に
異
な
る
し
、

ま
た
多
様
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
が
、
敦
埋
漢
簡
出
土
よ
り

一
世
紀
を

経
よ
う
と
し
、
様
々
な

「地
下
の
材
料
」
同
士
の
比
較
検
討
も
可
能
に
な

っ
た

現
在
、
本
書
収
載
の
井
波
陵

一
氏
の
論
考
で
論
じ
ら
れ
た
、
簡
贖
学
研
究
の
開

拓
者

・
王
国
維
の
方
法
論
を
振
り
返
り
、
見
直
す
こ
と
は
意
味
の
あ
る
こ
と
と

思
わ
れ
る
。

冒
頭
で
も
触
れ
た
が
、
本
書
収
載
の
各
論
考
は
辺
境
出
土
簡
慣
を
用
い
た
研

究
の
状
況
を
大
き
く
進
展
さ
せ
よ
う
。
さ
ら
に
簡
贖
学
に
限
ら
ず
、
今
後
の
中

国
古
代
史
研
究
に
お
い
て
必
ず
参
照
さ
れ
る
べ
き
成
果
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、

拙
評
を
終
え
た
い
。

（二
〇
〇
三
年
二
月
朋
友
書
店
刊
、
Ｂ
五
判
五
七
六
頁
、
本
体

一
六
〇
〇
〇
円
）

註（
１
）

大
庭
脩

「
『検
』
の
再
検
討
」
翁
漢
簡
研
究
』
同
朋
舎
出
版
、　
一
九
九
二
年
十

二
月
）
で
も
侯
官
内
文
書
と
候
官
外
文
書
の
可
能
性
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

答２
）

粗
山
明

「秦
代
公
文
書
の
海
へ
―
湖
南
龍
山
里
耶
出
上
の
簡
贖
を
読
む
」
３
東

方
』
二
六
人
、
二
〇
〇
三
年
六
月
）、
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所

・
湘
西
土
家
族

苗
族
自
治
州
文
物
処

・
龍
山
県
文
物
管
理
所

「湖
南
龍
山
里
耶
戦
国
―
秦
代
古
城

一
号
井
発
掘
簡
報
」
翁
文
物
』
二
〇
〇
三
年
第

一
期
）
参
照
。

（
３
）

胡
平
生

「簡
積
制
度
新
探
」
全
文
物
』
二
〇
〇
〇
年
第
三
期
）。
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